
令和５年１０月４日 

中部地方整備局 

 

１０月は「土地月間」です。 

 

   土地は、私たちの日常生活や企業活動にとって不可欠な基盤であり、貴重な資源で 

す。土地基本法においても、土地所有者の責務として、適正な土地の利用及び管理並 

びに取引を行うことなどが設けられています。 

 国土交通省では、国民の皆様が、今一度、身近な土地について考え、土地の制度に 

関する理解を深めていただけるきっかけとなるよう、１０月を「土地月間」と定め、広報活 

動等を展開しています。 
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